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令和７年度公共事業再評価調書 担当課名　

3

30 工事着手年度 元

(1)事業目的

(2)事業内容
1,675 ｍ

1,675 ｍ

10.00 ｍ （全幅）

(1)事業を巡る社会経済情勢等の変化

(2)事業の投資効果
　○費用便益分析結果 （令和 7 年度時点）

・総便益（B） 62.60 億円

・総費用（C） 31.60 億円

　○見込まれる効果（定性的な効果）

(3)事業の進捗状況 （令和 7 年度見込み）
進捗率

56.7% （ 1,861 百万円 ／ 3,280 百万円 ）

40.0% 400 ｍ ／ 1,000 ｍ

100.0% 28,084 m2 ／ 28,084 m2

評価

評価

(1)対応方針（案）

本事業を 【 】 する。

(2)理由

事　業　名 道路改良事業 事業主体 静岡県

資料2(様式１)

番号 4 道路整備課

再評価理由※ 再評価実施(R2)後５年間が経過した時点で継続中

箇　所　名 主要
しゅよう

地方
ちほう

道
どう

　吉田
よしだ

大東
だいとう

線
せん

関係市町 島田市、牧之原市

事業採択年度 令和 年度 計画期間 平成28年度　～　令和11年度

用地着手年度 平成 年度 令和 年度

全体事業費
百万円 投資状況

（百万円）

～R5年度 R6年度 計

3,280 1,167 415 279 1,861

R7年度見込

事業概要

　主要地方道吉田大東線は、榛原郡吉田町から掛川市へ至る、地域の経済活動や生活に欠かせない幹線道路で
ある。
　本路線は、近年交通量が増加している。また、土砂災害警戒区域を通過しており、異常気象時等の幹線道路
としての機能確保が求められていることに加え、牧之原市坂部地内においては、通学路であるにも関わらず、
一部区間で歩道が整備されていないため、歩行者の安全が確保されていない区間が存在している。
　こうした課題への対応や富士山静岡空港へのアクセス向上のため、島田市船木から牧之原市坂部に至る延長
1.7kmのバイパスを整備する。

施工延長：

（道路工： ）

計画幅員：

【視点１】

事業の必要性

　・現道吉田大東線の交通量は6年間(H27→R3)で4％の増加傾向
　・坂部地区では新たな道の駅の整備計画が進められている
　・富士山静岡空港の利用者数はコロナ禍で減少したが、コロナ禍以降回復傾向

B/C（i=4%） 参考:B/C（i=2%） 参考:B/C（i=1%） EIRR

2.0 3.1 4.0 7.7%

（走行時間短縮便益：49.9億円、走行経費減少便益：10.7億円、交通事故減少便益：2.0億円）

（事業費：30.8億円、維持管理費：0.8億円、用地残存価値：0.2億円）

・富士山静岡空港へのアクセス向上
・災害時のリダンダンシー確保
・歩行者の安全確保

区　分 内　訳

事業費

事業量

用地取得

継続が妥当

【視点２】
　用地買収は完了しており、島田市側０．４㎞の令和７年度末供用に向けて工事を進めている。
　牧之原市側１．３㎞についても、工事を推進し、早期の完成・供用を目指す。

今後の事業の進捗
の見込み

継続が妥当

【視点３】

　現場内外の建設発生土の有効活用や、橋梁拡幅における鋼製地覆をはじめとした新技術、新工法の活用検討
など、工事のコスト縮減を図っていく。新たなコスト縮減・代

替案立案等の可能性

対応方針
(案)

継続

　本事業は、富士山静岡空港へのアクセス向上や地域の交通安全、幹線道路の強靭化に資する重要な役割を果
たす道路事業である。
　また、複数の市町から整備推進の要望が出されるなど、地元の期待は大きく、用地取得も完了している。
　本事業は、費用対効果が高く、産業や観光の活性化に大きく寄与することから、継続して早期完成を図る。



総括表

 総費用Ｃ 3,160百万円

Ｂ／Ｃ 1.98

総便益

総費用

当該計画道路の建設投資額
＋当該計画道路の検討期間内に必要となる維持管理費

費用便益比算出説明書

主要地方道　吉田大東線
　　　　　　　　　　　　　（「費用便益分析マニュアル」国土交通省 道路局 都市局 令和５年12月）

 総便益Ｂ
評価期間内に当該路線を整備しなかった場合に発生する経費
－評価期間内に当該路線を整備した場合に発生する経費

6,259百万円

○建設投資額
　　年度別の事業費に割引率をかけて合計する。
　　用地補償費については、検討期間後の残存価値として、現在価値化した価格を控除する。

○評価期間内に必要な維持管理費
　　整備延長に対する年間維持管理費用に割引率をかけて、供用後50年間を合計する。

　総費用
　　Ｃ＝建設投資額＋維持管理費
　　　＝3,085百万円＋76百万円
　　　＝3,160百万円

※ 表示桁数の関係で、計算値と一致しないことがある。

○各便益の算定
　　走行時間短縮便益：道路整備による走行時間の短縮を賃金率等で金銭評価
　　走行経費減少便益：道路整備による走行に係る経費（燃料費、タイヤ・チューブ費等）の減少を評価
　　走行事故減少便益：道路整備による交通事故件数の減少に伴う、事故の社会費用減少を評価

○現在価値の算定
　　基準年次をR7年、社会的割引率を4％として、各便益を現在価値化する。

○総便益の算定
　　供用開始年（R12年）を起算点、検討期間を50年として、各年次の便益の現在価値額を算定し、
　　合計した額が総便益となる。

R22（推計年次）単年度便益
　　Ｂ　＝走行時間短縮便益＋走行経費減少便益＋走行時間短縮便益
　　　　＝286百万円＋61百万円＋11百万円
　　　　＝358百万円

検討期間全体の総便益
　　Ｂ　＝走行時間短縮便益＋走行経費減少便益＋走行時間短縮便益
　　　　＝4,990百万円＋1,071百万円＋199百万円
　　　　＝6,259百万円

※ 表示桁数の関係で、計算値と一致しないことがある。












